
すみれデイサービスセンター 

通所介護・介護予防通所介護に相当する第１号通所事業所 

利用料金 表 

（１）介護保険法により必ずお支払いいただくもの 

 ①介護報酬の１割・２割・３割負担分（１日あたり）（注１） 

 ②所要時間７時間以上８時間未満の場合 

介護度 
負担額（１日あたり） 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

要介護１ ６５８円 １,３１６円 １,９７４円 

要介護２ ７７７円 １,５５４円 ２,３３１円 

要介護３ ９００円 １,８００円 ２,７００円 

要介護４ １，０２３円 ２,０４６円 ３,０６９円 

要介護５ １，１４８円 ２,２９６円 ３,４４４円 

介護度 負担額（１月あたり） 

要支援１ １，６７２円 ３,３４４円 ５,０１６円 

要支援２ ３，４２８円 ６,８５６円 １０,２８４円 

 

②加算の１割・２割・３割負担分（１日あたり）（注１） 

内 容 
金 額（１日あたり） 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

入浴介助加算 ４０円 ８０円 １２０円 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ２２円 ４４円 ６６円 

中重度ケア体制加算 ４５円 ９０円 １３５円 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)１

(要支援１) 
８８円／月 １４４円／月 ２１６円／月 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)２

(要支援２) 
１７６円／月 ３５２円／月 ５２８円／月 

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数に 9.2％を乗じた単位数 

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数に 9.0％を乗じた単位数 

※ 事業所の体制及び制度改正等により変更となる場合があります。 
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（２）契約者と事業者との契約の上お支払いいただくもの 

項 目 内  容 金 額 

食 費（注２） １回あたり ６４０円 

（３）契約者、家族のご希望によってサービスを利用された場合にご負担いただくもの 

項 目 内 容 金 額 

①医療食品等 トロメリン・ゼリー・スポーツドリンク等 実費 

②理髪・美容 理容、美容師の出張サービス 
カット 2,500円 

カット、顔剃り 3,000円 

③ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｸﾗﾌﾞ活動 
利用者の希望により、レクリエーションやクラ

ブ活動に参加した場合 
利用料の実費 

④複写物の交付 
利用者又は契約者は、サービス提供の記録を閲

覧できますが、複写物写物を必要とする場合 

１枚    10円 

<A4 ｻｲｽﾞを標準> 

⑤日常生活上の諸費用 身の回り、嗜好品等の購入費等 実費 

（注１）基本の介護報酬に個別加算がある場合は、この金額は一致しません。 

（注２）食費は、介護保険の給付外となるため、契約者と事業者との契約となります。 
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